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高齢者生活福祉センター夢の里内
TEL 0739-52-2111　FAX 0739-52-2666
E ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ　hikigawa@shirahama-syakyo.

社会福祉法人

白浜町社会福祉協議会社協だより

日置川支部

〒 649-2324　白浜町十九渕 274 番地の 1
TEL 0739-45-2711　FAX 0739-45-2777
E ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ　info@shirahama-syakyo.jp

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ　http://www.shirahama-syakyo.jp/ 

【対
象
】

(

１)　

一
人
暮
ら
し
高
齢
者

　

70
歳
以
上
で
一
人
で
生
活
し
、
生
活
困
難
な
世
帯

(

２)　

重
度
の
障
害
が
あ
る
人
が
い
る
世
帯
（
年
齢
は
問
い
ま
せ
ん
）

　

一
人
で
は
日
常
生
活
を
送
る
こ
と
が
難
し
い
た
め
に
介
護
が
必
要
な

重
度
身
体
障
害
児
者
・
知
的
障
害
児
者
・
精
神
障
害
児
者
の
人
が
い
る

生
活
困
難
な
世
帯

(

３)　

生
活
が
困
窮
し
て
い
る
一
人
親
世
帯

　

高
校
生
以
下
の
児
童
を
扶
養
し
て
い
る
次
の
世
帯
の
人
で
生
活
が
困

窮
し
て
い
る
世
帯

　

①　

準
要
保
護
世
帯

　

②　

母
子
世
帯
で
児
童
扶
養
手
当
を
全
額
支
給
さ
れ
て
い
る
世
帯

　

③　

父
子
世
帯
で
②
に
準
ず
る
世
帯　

(

４)　

(

１)

～(

３)

に
該
当
し
な
い
人
で
、
著
し
く
生
活
が
困

窮
し
て
い
る
世
帯

【申
請
方
法
】

　

申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
、
必
要
書
類
を
添
付
の
上
、
担
当
地
区

の
民
生
委
員
・
児
童
委
員
ま
た
は
白
浜
町
社
会
福
祉
協
議
会
へ
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

※
申
請
に
関
す
る
書
類
は
、
地
区
の
民
生
委
員
・
児
童
委
員
ま
た
は
白

浜
町
社
会
福
祉
協
議
会
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【受
付
期
間
】

　

11
月
１
日
（
金
）
～
11
月
29
日
（
金
）
午
後
５
時
ま
で

　

（
締
切
厳
守
）

【歳
末
支
援
金
の
支
援
の
決
定
】

　

審
査
会
で
審
査
の
上
、
決
定
し
ま
す
。

【お
問
い
合
わ
せ
】

　

白
浜
町
社
会
福
祉
協
議
会

歳末支援金配分事業実施
歳末たすけあい運動

　歳末たすけあい運動の期間中に集められた募金の配分の中で、 町内に住民票を有し、 支援を必要とする世帯に支

援金をお贈りします。 （生活保護世帯、 施設入所者は対象となりません）　

団体組織支援事業申請団体募集

　歳末たすけあい運動の期間中に集められた募金の中で、

町内で活動する福祉施設・団体（介護保険事業所を除く）

の年末年始の活動に対して助成を行います。

【 対 象 団 体 】

【助成限度額】

【 対 象 事 業 】

【申請受付期間】

詳しくは白浜本部（４５－２７１１）までお問合せください。

歳末たすけあい募金配分事業
申請区分 ①施設など ②福祉団体 ③特定非営利活動法人

助 成

対 象

令和６年１０月１日

現在開所しており、

所在する施設で、社

会福祉および更生保

護を目的とする事業

を行う施設。

令和６年１０月１日

現在１年以上の活動

実績があり、社会福

祉および更生保護を

目的とする事業を行

う団体。

令和６年１０月１日現在

認証され活動実績があり、

町内に所在する法人で、

社会福祉及び更生保護を

目的とする事業を行う特

定非営利活動法人。

助成欠格

要　　 件

◎行政所官庁の受託事業

◎地域の寄付者から信頼されていないもの

◎営利目的に行っているもの

◎介護保険事業

◎対象者およびその関係者のみで実施するもの（会員交流会など）

◎その他不適当と認めたもの

右図参照

１０万円 ※助成対象事業費総額の９０％以内

福祉施設や団体が行う年末年始の行事、学       

習会、交流会など

１１月１日(金)～１５日(金)

午後５時必着　※締め切り厳守
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※社協だよりは、共同募金配分金や社協会費等を活用して掲載しています。

日 程 内　　容 会　　場

１１/５ 財産・登記 本部事務所

１１/１８ 法　　律 青少年研修センター

１１/２５ 成年後見
本部事務所

１２/２ 財産・登記

白 浜 支 部

日置川支部

※お申し込みは、各支部事務所まで。
※混雑する場合や日程の変更、中止の場合もござ
　いますので、事前にご予約ください。

【予約およびお問い合わせ】
　白浜支部　 ： ＴＥＬ　４５－２７１１
　日置川支部 ： ＴＥＬ　５２－２１１１

日 程 内　　容 会　　場

１１/１ 法　　律

高齢者生活福祉センター１１/２０ 人　　権

１２/６ 法　　律

福 祉 相 談 所 設 置 日 程

【時間】 午後１時３０分から４時（事前予約制）

　　　  １人約１５分程度の相談となります。

※各相談は、中止とさせていただく場合がございます。
　実施の有無を確認、ご予約の上、ご来場ください。

日置川地区福祉バザー

　ひき川元気まつり会場で、「日置川地区福祉バ

ザー」を以下のとおり開催します。

　皆さまのご来場を心よりお待ちしています。

日　　程 内　　　　容

１２月９日（月）

・デジタルリテラシーを身に付けて安心・安全にインターネットを楽しもう

・マイナポータルの活用方法

・スマホ相談会

１月１４日（火）

・ハザードＭＡＰ災害リスクの確認

・オンライン診療の利用方法

・スマホ相談会

はじめてのスマートフォン　体験講習会
　スマホに変更したけれど「使い方が分からない」、スマホに興味があるけれど「使えるかどうか

心配」という人は、ぜひこの機会にスマホ講習会に参加しませんか？

　貸出用のスマホを準備していますので、スマホを持っていない人でもご参加いただけます。

※本講習会は「利用者向けデジタル活用支援推進事業」補助事業により実施しています。

講　師　　株式会社サイバーリンクス　

会　場　　白浜町社会福祉協議会本部事務所別館１階

　　　　　（白浜町十九渕２７４－１）

定　員　　８名（要予約・先着順となります。）

申　込　　本会本部事務所（電話４５－２７１１）まで

　住み慣れた地域で安心・安全に生活するため、地域の支え合いが必要です。

　地域の支え合いの仕組みも時代に合わせて、変化しています。顔の見える関係づくりを進める一方、新たなツー

ルを活用した支え合いの仕組みづくりも進めて参りますので、皆さまのご参加をお待ちしております。

　

寄
付
者
ご
芳
名

　
　

　
　
田
野
井

　
　
見み

も

り森
　
保や

す

お夫
　
様

　
　
　
　
　
　
　

（
令
和
６
年
９
月
末
迄
分
）

※
書
き
損
じ
ハ
ガ
キ
・
古
切
手
・
清
拭
布
・

ア
ル
ミ
缶
な
ど
も
多
く
の
人
か
ら
い
た
だ
き

ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

今
後
も
、
収
集
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
へ
の

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　【開催日】

　【時　間】

　【会　場】

１１月２３日（土）

１０：００～１４：００（予定）

日置川事務所・日置川拠点公民館周辺

※福祉バザーについてのお問い合わせは、本会日置川支部

　（５２－２１１１）にお願いします。


